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2015年度　小松製作所健康保険組合　予算のお知らせ
コマツ健保からのお知らせ
コマツ健保城ヶ崎荘　受付窓口変更のご案内

オオヨシキリ
（撮影地：長野県　飯山市）

春早く、長野県飯山の河川敷では菜の花が満開
の時を迎えます。まだ木々は芽吹きを迎える前、
菜の花の黄色がひときわ輝いて見えます。時を
同じくして南から子育てのために渡ってくる鳥
がいます。「ギョッ　ギョッ　ギョッ」と大きな
声で鳴くオオヨシキリです。さえずるときに赤
い口が大きく開くので遠くからでもすぐにわか
ります。菜の花畑ではよくこの鳥を見かけます
が、空を飛んでいて鮮やかな黄色に魅せられて
降り立つのかもしれません。

写真・文●福田幸広（動物写真家）

なんでも が行く

細川紙の職人さん。流しすきと
いう手法で、「すき船」とよば
れる水槽を使ってすきます。

こんなところが

登録されたのは、細川紙（埼玉県）、本
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の
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（岐阜県）、石
せき

州
しゅう

半
ばん

紙
し

（島根県）

の３つ。いずれも伝統的な技術が引き継がれ、地域とのつながりを育ん

でいることが認められたことにより、登録に至りました。

　これらはすべて、クワ科の楮だけを原料としてつくられています。

楮の長い繊維が絡み合った和紙は非常に丈夫で、1300 年

前につくられた紙が現存しているほどです。

子どもから大人まで、家族み
んなで楽しめます。

できた和紙のハガキやしおり
は、実用的に使えます。

手づくり和紙の優しい手ざわり
や風合いに、心が癒されます。

魅 力

和紙の材料となる楮

ユネスコ無形文化遺産に
「和紙：日本の手漉き和紙技術」が登録！

手すき和紙づくりは、稲作が終わった農閑
期にとれる楮

こうぞ

などを利用して行われてきた
ものです。古来より受け継がれてきた、日
本の手わざを体験してみましょう。

すき体 験
和紙すき体験START!
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日本各地に、その土地に伝わ
る和紙づくりを体験できる工
房などがあるので、チェッ
クしてみましょう。

日本各地で伝統の
和紙づくりが
楽しめます

★この体験は、溜めすきという手法で、
　楮の代わりにパルプを使って行います。
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乾燥させたら、
できあがり！
※当日の持ち帰りはでき

ません。後日郵送して
もらえます。

できたパルプの膜
をすのこから外
し、乾かします。
飾りをすき込む場
合は、すのこを外
してから、パルプ
の膜に草花などを
のせ、もう１枚の
膜を上からのせて
はさみます。

取材協力 ● 埼玉伝統工芸会館　☎ 0493-72-1220（代）　http://saitamacraft.com/

パ
ル
プ
を
す
の
こ
に
な
ら
す
の
が
難
し
い
！

水槽の中のパルプをよくとかした水を、すのこ注）に汲み入
れます。パルプがすのこに均一に広がるようにゆすりながら、
すのこの底にパルプだけを残すようにして、水は水槽に流し
捨てます。すのこにパルプの膜ができるように、何回か繰り
返します。　注）写真で手にしている、木や竹で作った浅い箱状の紙をすく道具。

●本社・東京都中央区銀座1-10-1　〒 104-8104　	☎ 03-3562-7676（営業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 ☎ 03-3562-8416（編集）

●九州事務所・福岡市中央区今泉1-12-8	 〒 810-0021	☎ 092-712-8305
●法研関西・大阪市北区天神西町8-19	 〒 530-0045	☎ 06-6364-1884
●法研中部・名古屋市中区丸の内3-7-19	 〒 460-0002	☎ 052-962-5821
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　2月13日に開催された第165回組合会にて小松製作所健康保険組合の2015年度の予算が承認されました。

　2015年4月1日付けで小松製作所健康保険組合とコマツNTC健康保険組合が合併しました。2015年度
予算ではコマツNTC健康保険組合との合併が織り込まれた内容となっています。また、高齢者医療制度への納付
金が75億円となり、前年度より6億円増加しています。保険料収入の約4割を占めており、健康保険組合を取
り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。

　しかしながら、①準備金保有基準の緩和、②平均標準報酬月額の増加という理由から、2015年度の健康保険
料率は据え置きとなり、経常収支もプラスの予算となりました。

　今年度は昨年度スタートした「健康づくり5カ年計画」の2年目として「節目がん検診」や「ヘルスアップセ
ミナー」など会社と連携・協働して積極的に健康づくり・健康文化づくりを支援してまいります。
　また、ジェネリック医薬品への切り替え促進活動、保険給付費適正化対策等を引き続き強化・推進してまいりま
すので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

予算のお知らせ

健康保険料率は据え置きます

　調整保険料は、健康保険組合連合会が健保組合間の補完の財源として各健保
組合から徴収し、財政的に厳しく解散の危機にある健保組合への支援と、高額
な医療費を負担した健保組合に対して交付されます。料率は0.13％を基準に
その組合の財政の実情に応じた増減率を乗じて決められます。

9.50%
〔調整保険料率0.13％含む〕

本人負担　3.8%
会社負担　5.7%

2015 年度　 健康保険収入支出予算　　　　　 （単位：百万円）

収入
17,124

支出
17,124

保険料収入
16,533

保険給付費
7,749

納付金
7,496

45%

44%
前期高齢者
納付金
3,797

後期高齢者
支援金
3,326

皆さまやご家族の
健康づくりを支援する
ための費用です

保養所の利用料、
NTC健保組合の
決算残金などです

皆さまとご家族の
医療費と
給付金です

健康保険組合連
合会へ納めます

被保険者である皆さまと事業主から
納めていただく保険料です

高齢者医療制度へ
拠出するための
費用です

財政調整事業交付金
150

国庫補助金収入
14

退職者給付
拠出金
373

事務所費
177

保健事業費
713調整保険料

収入
230

雑収入・その他
197

財政調整事業拠出金
230

その他
31
予備費
728

●調整保険料とは？

2015年度
小松製作所健康保険組合
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介護保険料率は据え置きます

　2015年度（2015年 4月〜2016年 3月）に適用される保険料の「標準報酬月額
の上限」（注1）は 410,000円となります。
　任意継続被保険者の保険料はすべて本人負担です。

（注1）保険料は標準報酬月額に料率をかけて算出されますが、任意継続被保険者の方の標準報酬月額には「退職時の
標準報酬月額」または「当健保組合の平均標準報酬月額」（毎年見直します）のいずれか低い方が適用されます。

❶疾病対策強化（節目がん検診全事業所展開、ヘルスアップセミナー全事業所展開等）（P4参照）
❷KENPOSによる健康維持増進（P4参照）
❸保険給付費適正化・納付金等削減対策の推進（ジェネリック医薬品の切替率UP、コマツゆうゆうライフ倶楽部等）
❹データヘルス計画の実施（P6参照）

任意継続
被保険者の
皆さまへ

2015年度　事業計画

支 

出

収 

入

保 険 料
そ の 他
繰 入 金
合 　 計

1,214,356
8,103
78,542

1,301,001

1,300,000
1,001

1,301,001

納 付 金
そ の 他
合 　 計

（千円）

（千円）

　2015年度予算では合併による人数増加の影響もあり、保
険給付費・１人当たり給付費とも増加を見込んでいます。
　保険給付費を適正化していくための施策として、特定健康
診査・特定保健指導（コマツゆうゆうシステム）、および疾病
対策の強化、ジェネリック医薬品の使用促進、健康増進活動
等を推進してまいります。

　高齢者医療制度への納付金は、精算金の影響を受け、ここ2
年は減少していましたが、合併による人数の増加や各保険者の
所得に応じた「全面総報酬割」に段階的に移行されることもあ
り、増加へと転じました。
　納付金を低減していくための施策として、60歳以上の加入
者の方を対象とした「コマツゆうゆうライフ倶楽部」（訪問保
健指導）を強化・推進いたします。

   保険給付費の推移    納付金の推移

　保険料で賄えない分の支
出は、介護準備金から繰入
して運営してまいります。
　これにより介護準備金が
減少するため、来年度は保
険料率改定が見込まれます。
　介護保険料は、40歳か
ら65歳未満の被保険者か
ら徴収されます。

1.1%
本人負担　0.55%
会社負担　0.55%

2015年度　介護保険収入支出予算
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200,000
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
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2015年度
予算

（百万円） （円）
被保険者1人当たり

保険給付費

6,880
7,023 6,976

7,091

7,749

255,325

265,796
272,145

276,000

287,000

2015年度は合併
により人数が増加し
たこともあり増加

2015年度は
減少していた納付金が

再び増加。
支出の44％を占める
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7,469

7,852

7,607

6,836

7,496



ゆうゆう健診

特定保健指導

節目がん検診

ヘルスアップセミナー

KENPOS

被保険者婦人科検診

ジェネリック医薬品促進通知

介護・健康教室

　「健康づくり５カ年計画」が2年目を迎えるなか、皆さまの健康に関しては「コマツ健康
宣言（注）」に基づきコマツ健保では、会社と連携・協働して「節目がん検診」「ヘルスアップ
セミナー」を新規導入いたします。

ご家族（被扶養者・任意継続被保険者）向けに検査項目が充実した健康診断の案内を被保険者経由で配付いたします。
疾病予防は「生活習慣のチェック＆改善」が重要ですので、必ず受診してください。

60歳前後に増加するがんの早期発見・早期治療のための強化取組プログラムとして、「胃部内視鏡
（胃カメラ）・腹部エコー・胸部CT」を被保険者を対象に実施します。

30歳代の被保険者を対象に、年代に合わせた健康づくりセミナーを実施します。
若年層の健康意識向上を目指します！

歩数、体重、行動を記録することにより、加入者の健康づくりをサポートするためのWebサイトです。
インターネットよりKENPOSにアクセスし、ご自身にあった健康づくりを始めましょう！

女性被保険者を対象に、乳がん、子宮がん等の検診受診費用を各項目とも１回／年、
補助します（補助項目参照）。
受診期間：2015年４月１日〜2016年２月29日
2015年度は骨密度検査（50歳以上のみ）が補助対象となります。骨密度検査補助は５年に１回の実施となり
ますので、今年度受診されることをお勧めします。
※被扶養者は対象外です。ゆうゆう健診にて受診ください。

利用されている薬剤をジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知し、
薬剤費の自己負担額軽減をはかるサービスです。
※通知は被保険者の住所宛に郵送します。

介護・健康に関する問題をよりよく理解してもらうため、他の健保組合と共同で全国にて教室を開催しています。
（開催日は土曜日╱1日コース・半日コース）
※今年度は石川県（金沢市）でも開催しますので、ぜひご参加ください。

健診結果によりメタボリックシンドロームのリスクがあった方に対し、生活習慣病改善のサポートをいたします。

NEW

NEW

NEW

変更あり

（注）2014年 6月 9日のコマツグループ安全衛生大会において、コマツ大橋社長から宣言されたもの。

2015年度の健康づくり事業（保健事業）

コマツ健保からのお知らせ

http://www.kenpos.jp/➡
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その他の事業や詳細な情報は、ホームページに掲載しております。

「コマツ健保」で検索できますので、ご参照ください。

出産育児一時金の額が見直されました

高額療養費制度とは？
　医療にかかる自己負担には限度額があり、その限度額を超えた額は高額療養費（被扶養者の
場合は「家族高額療養費」）として支給されています。高額療養費の算定は月の 1日から末日ま
での 1カ月にかかった医療費（1人ごと、外来・入院別、医科・歯科別）が対象となります。
　2015 年 1 月から所得区分が見直され、5区分になりました。なお、70 歳以上 75 歳未満の方
の自己負担限度額は変更ありません。

※多数該当とは、高額療養費として払い戻し
を受けた月数が直近12カ月間で３月以上
あったとき、４月目から自己負担限度額が
引き下げられます。
※食事代や差額ベッド代など保険適用となら
ないものは対象外です。
※通院と入院は別々の扱いとなります。

　健康保険組合の被保険者や被扶養者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
　産科医療補償制度※の掛金の額が変更されました（3万円→1.6 万円）が、産科医療補償制度の対象となる出産（制
度に加入する医療機関などでの妊娠 22週以降の出産）の際の出産育児一時金の額は 42万円のまま維持されるこ
とになりました。

※産科医療補償制度とは？
お産に関連して発生した重度の
脳性まひについて補償が行われ
る制度。2014 年 10 月 20 日
現在、全国の分娩機関の99.8％
が制度に加入しています。

改正前

改正後

産科医療補償制度掛金	 3万円
出産育児一時金	 39万円

支給額	42万円

2015年1月～（内訳は変
更になりましたが、支給総
額に変更はありません）

産科医療補償制度掛金	 1.6 万円
出産育児一時金	 40.4 万円

支給額	42万円

2015年
1月

当健保組合の付加給付制度（一部負担還元金等）の見直し

高額療養費制度の見直し

　自己負担限度額を超えた分について、組合独自の付加給
付として支給しています。付加給付制度の変更に伴い、自
己負担限度額が下記のとおりとなります。

2015年1月分診療より

2015年1月分診療より

コマツ健保

83万円以上
53万円～79万円
28万円～50万円
26万円以下
低所得者（住民税非課税者）

35,000円＋Ａ（注１）
30,000円＋Ｂ（注２）
25,000円＋Ｃ（注３）
25,000円
25,000円

自己負担限度額

標
準
報
酬
月
額

区　分

■付加金制度見直し後の自己負担限度額

（注１）Ａは（総医療費－842,000円）×１％
（注２）Ｂは（総医療費－558,000円）×１％
（注３）Ｃは（総医療費－267,000円）×１％

ただし、2015年１月１日前の診療に関しては、
従前の規約に基づく。

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％　　 140,100円
167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％ 93,000円
280,100円＋（総医療費－267,000円）×１％ 44,400円
257,600円 44,400円
235,400円 24,600円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

多数該当1カ月当たりの自己負担限度額

標
準
報
酬
月
額

区　分

■見直し後（2015年1月より）の自己負担限度額

ア 83万円以上
イ 53万円～79万円
ウ 28万円～50万円
エ 26万円以下
オ 低所得者（住民税非課税者）

ア・イに該当する方	 増	え	る
ウ・オに該当する方	 増減なし
エに該当する方	 減　　る

窓口負担は
どうなる？

※当健保組合には以下
のとおり付加給付制
度があり、最終的な
負担額は見直し前と
ほぼ変更ありません。
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い
よ
い
よ
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
が
始
ま
り
ま
す
！

　
２
０
１
５
年
度
は
、

健
保
組
合
の
「
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
」
実
施
元

年
で
す
。
今
後
、
高
齢

化
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す

増
加
し
て
い
く
医
療
費

に
対
応
す
る
た
め
、
健

保
組
合
に
は
よ
り
効
果

的
・
効
率
的
な
事
業
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
と
ま
っ
た
く
違
う

事
業
を
始
め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
健
診
を
は
じ
め
と

し
た
健
保
組
合
の
事
業
を
積
極
的
に
ご
活
用
く
だ
さ

い
。2017年度までの３年間を試行期間に

　データヘルス計画は、みなさんの医療
費データと特定健診データを分析したう
えで事業を企画し（Plan）、実施します
（Do）。実施した事業については、そのま
まにせずに検証を行い（Check）、次年度
の事業の修正につなげ（Act）、年度ごと
にPDCAサイクルを回していきます。
　第１期は2017年度までの３年間です。
そして、2018年度から、第３期を迎える
特定健診・特定保健指導の実施計画と合
わせて策定していくことになっています。
2017年度までの３年間は、健保組合に
とっていわば＂試行錯誤を重ねてレベル
アップを図る期間＂です。

　　健保組合と事業主が協働
　　（コラボヘルス）

　被保険者は、
１日の大半を職
場 で 過 ご し ま
す。そのため、
保健事業に参加
しやすい環境づ
くりや禁煙環境
の整備など、事業主にも協力してもらう
ことが不可欠です。これからは、健保組
合と事業主がコラボして進める健康づく
り事業を展開していきます。

　　より説得力のある
　　情報を提供

　健診の結果や生活
習慣は人それぞれ
で、ある人に効果的
なアプローチが別の
人にも効果的である
とは限りません。こ
れからは、健診デー
タに基づいて、一人ひとりの健康意識を
より喚起させる情報を提供していきます。

　　健保組合の課題を
　　解決する事業を推進

　「健診を受けて
いない被扶養者
が 多 い 」「 治 療
が必要なのに受
診 し て い な い 」

「ジェネリック医
薬品への切り替
え率が低い」――

こうした課題の解決は、引き続き重要で
す。データ分析によって課題を明らかに
し、効果的な事業を行っていきます。

　データヘルス計
画は、これまで健

保組合

が行ってきた保健
事業を振り返り、＂

できて

いること＂と＂で
きていないこと＂

を明ら

かにしたうえで、
課題に対応するた

め、こ

れまでの事業をレベ
ルアップするもので

す。

　そのため、みなさ
んには引き続き当健

保組

合の保健事業をご
活用いただくこと

が重要

です。健診の受診
をはじめ、保健事

業をフ

ル活用して健康づく
りにお役立てくださ

い。

これまでの保健事業
を

大きく変えるもので
はありません！

データヘルス計画で 何 が変わる？

　　
そうだったのか！

データヘルス計画実施元年! Data Health
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腰
痛
が
つ
ら
い
と
き

　
腰
が
痛
い
と
き
に
は
、「
腎じ

ん

愈ゆ

」
の
ツ

ボ
を
刺
激
し
ま
し
ょ
う
。
椅
子
の
背
に

握
り
こ
ぶ
し
を
は
さ
ん
だ
り
、
温
か
い

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
は
さ
む
の
も
お
す
す

め
で
す
。
ま
た
、
親
指
で
ツ
ボ
を
し
っ

か
り
押
し
な
が
ら
、
上
半
身
を
左
右
に

ひ
ね
る
と
、
筋
肉
に
指
圧
点
が
刺
激
さ

れ
て
効
果
が
倍
増
し
ま
す
。
座
っ
て
も

立
っ
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
で
き
ま
す
。

どこでも ストレッチツボ ＆
■監修　佐藤　正子　健康運動指導士・鍼灸師

握
り
こ
ぶ
し
を
腎
愈
に
当
た
る
位
置
に
置
き
、
背
も
た

れ
に
体
重
を
か
け
て
ツ
ボ
を
刺
激
す
る
。

温
か
い
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
当
て
て
も
よ
い
。

握
り
こ
ぶ
し
で
ツ
ボ
を
刺
激

　
も
も
の
裏
の
筋
肉
（
ハ
ム
ス
ト
リ
ン
グ

ス
）
が
固
く
な
る
と
腰
痛
に
な
り
や
す
い

の
で
、
も
も
の
裏
側
の
ス
ト
レ
ッ
チ
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

プ
ラ
ス
α
ス
ト
レ
ッ
チ

お
腹
や
背
中
に
余
分

な
力
を
入
れ
ず
に
、

親
指
で
ツ
ボ
を
し
っ

か
り
と
押
す
。

指
が
離
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
上
半
身
だ
け
ひ

ね
る
。
背
中
の
筋
肉
の
動
き
を
意
識
す
る
と
効
果
Ｕ
Ｐ
。

ツ
ボ
を
押
し
な
が
ら
上
半
身
を
ひ
ね
る

ひざを伸ばして

立ち、息を吐き

ながら腰から折

れるようにゆっ

くりと前屈。

６数えて、ゆっく

りと起き上がる。

手が床につかなくてもOK

腰まわりの筋肉が伸び
るのを意識する

左右の足を交差す

ると、ももの裏側

がより伸びる。

腎愈

腰痛に効くツボ

腎
じ ん

愈
ゆ

肋骨の一番下の高さで、
背骨の両側から指 2 本外側の位置

010101010000011010100010101110101010010101000110101010100000110101000101011101010100101010011101010101000
001101010001010111010101001110100111010101010000011010100010101110101010010101001110101010100000110101000
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100101010001101010101000001101010001010111010101001010100111010101010000011010100010101110101010011101001
110101010100000110101000101011101010100101010011101010101000001101010001010111010101001010100111010101010
00001101010001010111010101001010100110101010100000110101000101 01110101010010101000110
10101010000011010100010101110101010010101001110101010100000110 10100010101110101010011
10100111010101010000011010100010101110101010010101001110101010 10000011010100010101110
10101001010100111010101010000011010100010101110101010010101001 10101010100000110101000
10101110101010010101000110101010100000110101000101011101010100 10101001110101010100000
11010100010101110101010011101001110101010100000110101000101011 10101010010101001110101
01010101000001101010001010111010101001010100011010101010000011 0101000101011101010100
101010011101010101000001101010001010111010101001110100111010101010000011010100010101110101010010101001110
10101010000011010100010101110101010010101001110101010100000110101000101011101010100101010011010101010000
011010100010101110101010010101000110101010100000110101000101011101010100101010011101010101000001101010001
010111010101001110100111010101010000011010100010101110101010010101001110101010100000110101000101011101010
100101010011101010101000001101010001010111010101001010100110101010100000110101000101011101010100101010001
101010101000001101010001010111010101001010100111010101010000011010100010101110101010011101001110101010100
000110101000101011101010100101010011101010101000001101010001010111010101001010100111010101010000011010100
010101110101010010101001101010101000001101010001010111010101001010100011010101010000011010100010101110101
010010101001110101010100000110101000101011101010100111010011101010101000001101010001010111010101001010100
111010101010101000001101010001010111010101001010100011010101010000011010100010101110101010010101001110101
01010000011010100010101110101010011101001110101010100000110101000 101011101010100101010
0111010101010000011010 100010101110101010010 1010011101010101000001
1010100010101110101010 010101001101010101000 001101010001010111010
1010010101000110101010 100000110101000101011 101010100101010011101
0101010000011010100010 101110101010011101001 110101010100000110101
0001010111010101001010 100111010101010000011 0101010001010111010101
0010101001110101010100 000110101000101011101 0101001110100111010101
0100000110101000101
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●城ヶ崎荘ホームページ
  http://www.jogasaki.jp/

城ヶ崎荘受付窓口

コマツ健保城ヶ崎荘
受付窓口変更のご案内

研修会、忘年会、新年会、同期会、ご家族etcでのご利用を
　心よりお待ちしております。

コマツ健保城ヶ崎荘をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2015年４月より下記のとおり受付窓口が変更となりました。

T E L  ：03-5561-4743（内線 /8-211-4496）

F A X ：03-3583-7772
E-mai l  ：jsc_uketsuke/KMT/JP/@KMT
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なんでも が行く

細川紙の職人さん。流しすきと
いう手法で、「すき船」とよば
れる水槽を使ってすきます。

こんなところが

登録されたのは、細川紙（埼玉県）、本
ほん

美
み

濃
の

紙
し

（岐阜県）、石
せき

州
しゅう

半
ばん

紙
し

（島根県）

の３つ。いずれも伝統的な技術が引き継がれ、地域とのつながりを育ん

でいることが認められたことにより、登録に至りました。

　これらはすべて、クワ科の楮だけを原料としてつくられています。

楮の長い繊維が絡み合った和紙は非常に丈夫で、1300 年

前につくられた紙が現存しているほどです。

子どもから大人まで、家族み
んなで楽しめます。

できた和紙のハガキやしおり
は、実用的に使えます。

手づくり和紙の優しい手ざわり
や風合いに、心が癒されます。

魅 力

和紙の材料となる楮

ユネスコ無形文化遺産に
「和紙：日本の手漉き和紙技術」が登録！

手すき和紙づくりは、稲作が終わった農閑
期にとれる楮

こうぞ

などを利用して行われてきた
ものです。古来より受け継がれてきた、日
本の手わざを体験してみましょう。

すき体 験
和紙すき体験START!

21

日本各地に、その土地に伝わ
る和紙づくりを体験できる工
房などがあるので、チェッ
クしてみましょう。

日本各地で伝統の
和紙づくりが
楽しめます

★この体験は、溜めすきという手法で、
　楮の代わりにパルプを使って行います。

3
乾燥させたら、
できあがり！
※当日の持ち帰りはでき

ません。後日郵送して
もらえます。

できたパルプの膜
をすのこから外
し、乾かします。
飾りをすき込む場
合は、すのこを外
してから、パルプ
の膜に草花などを
のせ、もう１枚の
膜を上からのせて
はさみます。

取材協力 ● 埼玉伝統工芸会館　☎ 0493-72-1220（代）　http://saitamacraft.com/

パ
ル
プ
を
す
の
こ
に
な
ら
す
の
が
難
し
い
！

水槽の中のパルプをよくとかした水を、すのこ注）に汲み入
れます。パルプがすのこに均一に広がるようにゆすりながら、
すのこの底にパルプだけを残すようにして、水は水槽に流し
捨てます。すのこにパルプの膜ができるように、何回か繰り
返します。　注）写真で手にしている、木や竹で作った浅い箱状の紙をすく道具。

●本社・東京都中央区銀座1-10-1　〒 104-8104　	☎ 03-3562-7676（営業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 ☎ 03-3562-8416（編集）

●九州事務所・福岡市中央区今泉1-12-8	 〒 810-0021	☎ 092-712-8305
●法研関西・大阪市北区天神西町8-19	 〒 530-0045	☎ 06-6364-1884
●法研中部・名古屋市中区丸の内3-7-19	 〒 460-0002	☎ 052-962-5821


